
内部通報相談窓口について

当社は不正・違法・反倫理行為を速やかに把握して、自浄作用を働かせることを目的に「内部通報相談窓口」を設け
ています。その通報窓口は、社内に加えて社外にも窓口（弁護士事務所）を設置しています。
この「内部通報相談窓口」の仕組みは、当社全従業員に展開し、社内窓口・社外窓口の連絡先などを記載した携帯
カードを全従業員に配布しています。また、当社イントラネットにも掲載し周知を図っています。

なお、本窓口は社員のみならず、取引先及び関係会社からの通報も受け付けています。

当社との取引において、人権リスク、各種の法令に関する違反行為、不正行為等でお困りのことがあれば、どなたでもご
利用できる窓口です。
通報・相談したことによる不利益を受けることはありません。

社内窓口（MPEC内部通報相談窓口） 社外窓口（弁護士法人 ほくと総合法律事務所）

電子メール tsuho@mpec.co.jp me-g.hotline@hslo.jp

専用電話 03-5827-6311
03-6731-9317

（年末年始を除く平日午前10時～午後５時）

書信

〒108-0073

東京都港区三田３丁目５番19号

住友不動産東京三田ガーデンタワー８階

MPEC内部通報相談窓口

〒102-0093

東京都千代田区平河町二丁目16番１号

平河町森タワー12階

弁護士法人 ほくと総合法律事務所

（三菱電機倫理遵法ホットライン）

※匿名による通報も受付けますが、事実関係調査において通報者に事実関係を確認する必要が生じることがあるため、
できるだけ 「実名」 でのご連絡をお願いします。

※できる限り、電子メールまたは書信にて、ご相談いただくようお願いします。
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